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1 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 
第五十条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普

通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 
第五十一条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成

するよう行われるものとする。 
一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健や

かな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定さ

せ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。 
三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展

に寄与する態度を養うこと。 
2 文部科学省「学校基本調査」（令和３年度） 
3 総務省「人口推計」（令和３年） 
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4 育成を目指す資質・能力に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、入学者の受入れに関

する方針 
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5 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
6 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 
7 文部科学省「学校基本調査」 
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8 文部科学省「学校基本調査」 
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9 文部科学省「学校基本調査」（令和３年度） 
10 文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」（令和４年） 
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11 文部科学省・厚生労働省「第 1８回 21 世紀出生児縦断調査（平成 13 年出生児）」（令和元年） 
12 文部科学省・厚生労働省「第 17 回 21 世紀出生児縦断調査（平成 13 年出生児）」（平成 30 年） 
13 （公財）日本財団「18 歳意識調査 第 46 回『国や社会に対する意識（６カ国調査）』（令和４年） 
14 高等学校学習指導要領（平成 30 年告示） 
15 一般社団法人 日本経済団体連合会「採用と大学改革への期待に関するアンケート結果」 
16 国立教育政策研究所「中学校・高等学校における理系選択に関する研究最終報告書」（2013 年３月） 
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17 文部科学省「学校基本調査」 
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